
も
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
、
気

軽
に
移
動
で
き
る
環
境
づ
く
り
を

進
め
る
上
か
ら
も
期
待
で
き
る
交

通
手
段
と
思
わ
れ
、
札
幌
の
ま
ち

づ
く
り
に
ど
の
よ
う
に
活
用
で
き

る
の
か
、
研
究
を
進
め
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

ラ

イ

ト

レ

※
Ｌ
Ｒ
Ｔ
（
Ｌ
ｉ
ｇ
ｈ
ｔ

Ｒ
ａ

ー

ル

ト

ラ

ン

ジ

ッ

ト

ｉ
ｌ

Ｔ
ｒ
ａ
ｎ
ｓ
ｉ
ｔ
）

従
来
の
路
面
電
車
と
は
違
う
新

し
い
タ
イ
プ
の
都
市
型
交
通
機
関
。

地
下
鉄
に
比
べ
建
設
・
運
営
コ
ス

ト
が
低
く
、
バ
ス
に
比
べ
て
輸
送

力
や
環
境
負
荷
の
面
で
優
れ
て
い

る
。

中
期
財
政
見
通
し
に
お
け
る
市

み
や
か
わ

じ
ゅ
ん

民
負
担

宮
川

潤
（
共
産
党
）

問

昨
年
五
月
に
発
表
さ
れ
た

「
中
期
財
政
見
通
し
と
今
後
の
財

政
運
営
の
考
え
方
」
に
は
、
市
民

生
活
に
直
結
す
る
項
目
に
つ
い
て
、

値
上
げ
や
有
料
化
、
サ
ー
ビ
ス
の

縮
小
な
ど
市
民
負
担
の
強
化
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

市
長
は
、
こ
の
考
え
方
を
廃
棄

す
る
の
か
、
踏
襲
す
る
の
か
伺
い

た
い
。

答

限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
、
引

き
続
き
安
定
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
た
め
、
市
役
所
自
ら

が
内
部
努
力
を
徹
底
し
、
経
費
の

節
減
、
施
策
の
重
点
化
・
効
率
化

を
よ
り
一
層
図
り
、
行
政
の
サ
ー

ビ
ス
水
準
や
市
民
負
担
の
あ
り
方

に
つ
い
て
も
、
市
民
と
の
議
論
を

十
分
に
尽
く
し
な
が
ら
検
討
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

従
っ
て
、「
中
期
財
政
見
通
し

と
今
後
の
財
政
運
営
の
考
え
方
」

で
示
し
て
い
る
、
自
主
的
・
自
立

的
で
健
全
な
財
政
運
営
を
実
現
さ

せ
る
た
め
の
取
り
組
み
は
、
今
後

も
必
要
と
考
え
て
い
る
。

（
仮
称
）ご
み
ポ
イ
捨
て
条
例

た
か
は
し
か
つ
と
も

高
橋
克
朋（
自
民
党
第
二
）

問

北
海
道
で
は
平
成
十
五
年
十

二
月
か
ら
、
こ
の
条
例
が
ス
タ
ー

ト
し
、
本
市
も
そ
の
対
象
と
な
る
。

そ
こ
で
、
歩
き
タ
バ
コ
や
喫
煙
禁

止
区
域
を
設
け
る
な
ど
、
北
海
道

の
条
例
よ
り
一
歩
進
ん
だ
形
に
す

べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

答

来
年
四
月
に
完
全
施
行
さ
れ

る
北
海
道
の
条
例
に
合
わ
せ
て
、

本
市
と
し
て
な
お
一
層
の
広
報
啓

発
活
動
を
行
い
、
そ
の
後
の
状
況

を
見
極
め
た
上
で
、
北
海
道
の
条

例
よ
り
も
一
歩
進
ん
だ
条
例
を
制

定
す
べ
き
か
ど
う
か
、
検
討
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

雪
目
的
税

た

な
か
あ
き

お

田
中
昭
男（
新
政
ク
ラ
ブ
）

問

市
財
政
に
関
す
る
研
究
会
が

提
言
し
た
「
雪
目
的
税
」
構
想
は

不
公
平
だ
と
思
う
が
、
ど
の
よ
う

に
考
え
る
か
。

答

雪
対
策
の
た
め
の
税
を
含
む

法
定
外
税
に
つ
い
て
、
財
源
確
保
、

地
方
分
権
推
進
と
い
う
面
か
ら
も
、

有
効
な
手
段
の
一
つ
と
認
識
し
て

い
る
。
引
き
続
き
国
や
他
の
自
治

体
の
動
向
も
踏
ま
え
、
検
討
を
進

め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

子
育
て
プ
ラ
ザ

さ

と
う
の
り

こ

佐
藤
典
子（
市
民
ネ
ッ
ト
）

問

市
長
が
提
案
す
る
「
子
育
て

プ
ラ
ザ
」
は
、
地
域
に
密
着
し
た

市
民
団
体
な
ど
を
生
か
し
た
運
営

を
進
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
い
か

が
か
。

答

子
育
て
支
援
を
通
じ
た
人
と

人
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
核
と
し

て
、
市
民
活
動
の
輪
に
つ
な
げ
て

い
き
た
い
。
今
後
は
、
地
域
住
民

や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
民
間
団
体
な
ど
か
ら
、

よ
り
一
層
の
参
加
を
い
た
だ
き
な

が
ら
、
小
学
校
区
単
位
に
広
げ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

交
通
局
の
問
題

ほ
り
か
わ
も
と
ひ
と

堀
川
素
人（
改
革
ク
ラ
ブ
）

問

今
回
の
一
連
の
不
祥
事
に
つ

い
て
、
交
通
局
内
に
仲
間
を
か
ば

う
、
隠
す
体
質
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

答

ご
指
摘
の
通
り
だ
と
思
う
。

事
故
そ
の
も
の
の
情
報
が
適
正
に

ト
ッ
プ
に
報
告
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

安
全
運
転
体
制
の
改
善
策
と
し

て
、「
安
全
運
行
管
理
室
」
を
交

通
事
業
管
理
者
に
直
結
す
る
形
で

新
設
す
る
考
え
で
い
る
。

委
員
会
の
活
動
状
況

（
七
月
七
日
〜
八
月
六
日
）

■
建
設
委
員
会

〈
七
月
七
日
〉

「
市
道
南
二
十
条
中
央
線
の
幅

員
確
保
に
関
す
る
陳
情
」、「
都
心

部
の
車
道
石
畳
化
に
関
す
る
陳

情
」
の
初
審
査
を
行
い
、
継
続
審

査
と
し
ま
し
た
。

■
総
務
委
員
会

＜

七
月
八
日＞

「
桑
園
及
び
東
北
・
苗
穂
地
域

へ
の
市
電
の
再
配
置
に
関
す
る
請

願
」
の
審
査
を
行
い
、
継
続
審
査

と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
札
幌
市
ア

イ
ヌ
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
担
当
部
局
か
ら
説
明
を
聴
取
し

ま
し
た
。

＜

七
月
十
六
日＞

所
管
施
設
の
調
査
と
し
て
、
札

幌
市
ア
イ
ヌ
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー

（
南
区
小
金
湯
）を
視
察
し
ま
し
た
。

＜

七
月
二
十
八
日＞

「
サ
マ
ー
タ
イ
ム
制
度
導
入
に

関
す
る
陳
情
」、「
大
谷
地
タ
ー
ミ
ナ

ル
の
シ
テ
ィ
・
エ
ア
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

化
に
関
す
る
陳
情
」、「
住
民
基
本

台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に

関
す
る
陳
情
」
の
初
審
査
を
行
い
、

い
ず
れ
も
継
続
審
査
と
し
ま
し
た
。

■
経
済
公
営
企
業
委
員
会

＜

七
月
九
日＞

所
管
施
設
の
調
査
と
し
て
、
藻

岩
浄
水
場
（
中
央
区
伏
見
四
）
を

視
察
し
ま
し
た
。

＜

七
月
三
十
日＞

交
通
局
に
お
け
る
不
祥
事
に
つ

い
て
説
明
を
聴
取
し
、
質
疑
を
行

い
ま
し
た
。

■
厚
生
委
員
会

＜

七
月
十
四
日＞

「
大
谷
地
地
区
へ
の
保
育
所
設

置
に
関
す
る
陳
情
」
の
初
審
査
を

行
い
、
継
続
審
査
と
し
ま
し
た
。

■
税
財
政
制
度
調
査
特
別
委
員
会

＜

七
月
十
五
日＞

「
平
成
十
六
年
度
国
家
予
算
に

関
す
る
要
望
」、「
平
成
十
六
年
度

国
家
予
算
等
に
対
す
る
本
市
重
点

要
望
事
項
」
に
つ
い
て
担
当
部
局

か
ら
説
明
を
聴
取
し
、
質
疑
を
行

い
ま
し
た
。

＜

八
月
五
日＞

「
平
成
十
六
年
度
国
家
予
算
等

に
対
す
る
本
市
重
点
要
望
事
項
」

に
つ
い
て
担
当
部
局
か
ら
説
明
を

聴
取
し
ま
し
た
。

■
出
資
団
体
等
調
査
特
別
委
員
会

＜

七
月
十
八
日＞

「
出
資
団
体
に
対
す
る
こ
れ
ま

で
の
取
り
組
み
」、「
出
資
団
体
評

価
シ
ス
テ
ム
の
概
要
に
つ
い
て
」

担
当
部
局
か
ら
説
明
を
聴
取
し
、

質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

■
第
一
部
・
第
二
部
議
案
審
査
特

別
委
員
会

七
月
二
十
五
日
か
ら
八
月
四
日

ま
で
の
期
間
、
そ
れ
ぞ
れ
五
回
に

わ
た
り
開
か
れ
、
本
会
議
で
付
託

さ
れ
た
合
計
十
五
件
の
議
案
に
つ

い
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
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